
平成１４年（行ケ）第５７８号　審決取消請求事件
平成１５年６月２６日判決言渡、平成１５年５月２９日口頭弁論終結　
                    判　　　　決

　　　原　　　告　　　　　シエン　マヌファクチュリング　カンパニ　
　　　　　　　　　　　　　インコーポレイテツド　
　　　訴訟代理人弁理士　　渡辺弥一、木村進一、木村俊之
　　　被　　　告　　　　　特許庁長官　太田信一郎
　　　指定代理人　　　　　柳原雪身、林栄二、宮川久成　

　　　　　　　　　　主　　　　文
　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。
　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定め
る。

　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　特許庁が平成１１年審判第１８７１４号事件について平成１４年７月１６日にし
た審決を取り消す、との判決。

第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、平成８年１０月４日、別紙１に示すとおりの構成からなる商標（本願商
標）につき、第２４類、願書記載の商品を指定商品として、商標登録出願（平成８
年商標登録願第１１２８７２号）をしたが、平成１１年１０月２２日、拒絶査定
（原査定）を受けたので、これに対する不服の審判を請求した（平成１１年審判第
１８７１４号）。
　その後、平成１４年３月６日付け手続補正書により、指定商品が第２４類「綿製
タオル製ふきん、綿製ふきん、綿製なべつかみ、綿製天火用手袋、綿製エプロン、
綿製台所器具カバー、綿製プレースマット、綿製ナフキン、綿製テーブル掛け、綿
製いす用座布団」と補正されたが、特許庁は、平成１４年７月１６日、「本件審判
の請求は成り立たない。」との審決をした（平成１４年８月５日に審決謄本送達。
出訴期間として９０日付加）。
　原告は、本訴提起後の平成１４年１２月１２日付けで本願商標の指定商品の一部
（綿製天火用手袋、綿製エプロン、綿製いす用座布団）につき分割出願をし、これ
と同時に提出した手続補正書により、本願商標の指定商品を、上記分割出願に係る
商品を除いた第２４類「綿製タオル製ふきん、綿製ふきん、綿製なべつかみ、綿製
台所器具カバー、綿製プレースマット、綿製ナフキン、綿製テーブル掛け」と補正
した（甲１９、２０の１、２）。

　２　審決の理由の要旨
　審決の理由の要旨は、以下のとおりである（審決の理由欄の「４　当審の判断」
を引用する。）。　
　本願商標は、後掲（本判決添付別紙１）のとおり、細線の縁取りを有する黒塗り
の菱形内に白抜きでなる「ＲＩＴＺ」の欧文字を圧倒的顕著に表してなるものであ
るところ、顕著に表された該「ＲＩＴＺ」の文字のみにおいて、独立して取引に資
される場合があるものというを相当とする。
　してみれば、本願商標からは、該文字「ＲＩＴＺ」に相応する「リッツ」の称呼
を生じるものというべきである。
　他方引用Ａ商標及び引用Ｃ商標は、「ＬＥ　ＲＩＴＺ」の欧文字よりなるもので
あり、また、引用Ｂ商標は、「ＲＩＴＺ」の欧文字よりなるものである。　
　ところで、当審が職権をもって調査したところ、商標権一部取消し審判があった
結果、引用Ａ商標及び引用Ｃ商標については、本願商標と抵触する請求に係る指定
商品について、その登録を取り消す旨の審決がなされているが、引用Ｂ商標につい
ては、請求に係る指定商品について、取り消さない旨の審決がなされ、商標登録原
簿において、その確定登録が、平成１４年４月１０日になされたものである。
　そして、引用Ｂ商標は、該構成に照らして、「リッツ」の称呼を生ずることが明



らかである。
　してみれば、本願商標と引用Ｂ商標とは、互いに「リッツ」の称呼を共通にする
類似の商標であり、また、補正後の本願指定商品中の「綿製天火用手袋、綿製エプ
ロン、綿製ナフキン、綿製いす用座布団」は、引用Ｂ商標の指定商品に包含されて
いるものであるから、なお、指定商品における抵触を免れず、結局、本願商標は、
商標法４条１項１１号に該当するものである。
　したがって、原査定は、取り消すことができない。

　３　引用商標
　審決において引用された引用Ｂ商標（登録第２４９２４００号、別紙２、甲３）
は、「ＲＩＴＺ」の文字を横書きしてなり、平成２年６月８日に登録出願、旧第１
７類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成４年１２月２５日に設
定登録されたものである。
（本判決中では、平成３年政令第２９９号による改正前の商標法施行令別表を「商
標法施行令（旧）別表」、平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施
行規則別表を「商標法施行規則（旧）別表」といい、これによる商品区分を「旧○
類」と表示する。）

第３　原告主張の審決取消事由
　１　取消事由１（手続の瑕疵）
　審判手続において、原告は、意見書提出の機会を与えられることなく拒絶審決を
受けた。このような手続は、商標法５５条の２第１項からみても違法なものであ
る。
　審決は、審査官の拒絶理由においては示されなかった「本願商標と引用Ｂ商標と
は、互いにリッツの称呼を共通にする」、「本願指定商品中の「・・・綿製ナフキ
ン」は引用Ｂ商標の指定商品に包含されている。」という新たな判断を加えてお
り、審査官の拒絶理由とは形式的及び実質的に異なる拒絶の理由を発見した場合に
該当する。したがって、審判手続において出願人（原告）に意見書提出の機会を与
えなかったことは、手続的な瑕疵といわざるを得ない。

　２　取消事由２（商標の類否についての判断の誤り）
　(1)　本願商標は、細線の縁取りを有する黒塗り菱形内に、白抜きで「ＲＩＴＺ」
と「ＳＩＮＣＥ　１８９２」を顕著に表示している。
　これに対し、引用Ｂ商標は、「ＲＩＴＺ」の黒色欧文字を単に横書きしたもので
ある。
　(2)　両商標は、外観及び観念を異にすることが明らかであるから、外観及び観念
において非類似の商標である。
　また、両商標は、称呼においても非類似である。
　すなわち、本願商標は「リッツシンス１８９２」と称呼されるのに対し、引用Ｂ
商標は「リッツ」としか称呼されないものであり、両商標の指定商品（本願商標は
国際分類第２４類の綿製ナフキンなど、引用Ｂ商標は旧第１７類の被服など）にお
いて大きく異なっているため、取引における称呼の混同誤認が生じるおそれはな
い。本願商標は、「ＲＩＴＺ」と「ＳＩＮＣＥ　１８９２」の結合が自然であっ
て、いずれにもウェイトがかたよらず、全体として１つの観念を生ずるものである
から、「ＲＩＴＺ」と「ＳＩＮＣＥ　１８９２」が分離して称呼されることはな
い。
　(3)　原告は、米国において、①菱形の枠の中に「ＲＩＴＺ」の欧文字を表した商
標（別紙３の１参照）を１９１８年４月から使用し、１９８３年３月２２日に国際
分類２５類（被服履物）に商標登録し（米国登録第１２３１９８１号、甲１４）、
②「ＲＩＴＺ」の欧文字を表してなる商標（別紙３の２参照）を１９１８年４月か
ら使用し、１９９９年１０月２６日に国際分類第２２類（ロープ製品、帆布製品、
詰物用の材料及び織物用の原料繊維）及び第２４類（織物及び家庭用の織物製カバ
ー）に商標登録し（米国商標登録第２２８８３２６号、甲１５）、③黒線で表され
た菱形枠の中に「ＲＩＴＺ」の欧文字を表してなる商標（別紙３の３参照）を１９
１８年４月から使用し、１９９９年１０月２６日に国際分類第２１類（家庭用又は
台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁気製品」に商標登録している
が、日本進出を企画して商標調査をしたところ、引用Ａ商標（登録第２６４９７２
３号、甲２）、引用Ｂ商標及び引用Ｃ商標（登録第２６８６３０８号、甲４）が存



在していることを知った。
　そこで、原告は、上記引用商標との抵触を避けるため、「ＲＩＴＺ」の文字の下
に「ＳＩＮＣＥ　１８９２」を顕著に表した本願商標を出願したのであり、引用Ｂ
商標が「リッツ」の称呼を生ずるとすれば、本願商標は、結合商標として、「リッ
ツシンス１８９２」と称呼されるべきもので、自他商品の識別力があるものであ
る。

　３　取消事由３（商品の類否についての判断の誤り）
　(1)　審決は、本願商標の指定商品中の「綿製天火用手袋、綿製エプロン、綿製ナ
フキン、綿製いす用座布団」が引用Ｂ商標の指定商品に包含されているから、指定
商品における抵触を免れないと判断したが、誤りである。
　(2)　審決が引用Ｂ商標の指定商品に包含されるとした上記商品のうち、「綿製天
火用手袋、綿製エプロン、綿製いす用座布団」は、平成１４年１２月１２日付け手
続補正書による補正によって、本願商標の指定商品に含まれないものとなってい
る。また、「綿製ナフキン」は、引用Ｂ商標の指定商品（旧第１７類）に包含され
るものではない。
　すなわち、「綿製ナフキン」は、織物製ナプキン又は織物製テーブルナプキンの
下位概念であるところ、織物製テーブルナプキンは、類似群コード１９Ａ０５であ
って、旧第１９類に属する。
　したがって、本願商標と引用商標とが指定商品において抵触するとした審決の判
断は誤りである。

第４　被告の反論の要点
　１　取消事由１（手続の瑕疵）に対して
　(1)　審決は、拒絶査定が引用した引用ＡないしＣ商標のうちの１つである引用Ｂ
商標を引用して、本願商標が商標法４条１項１１号に該当するとしたものであっ
て、査定の理由と異なる拒絶理由を示したものではない。商標法５５条の２第１項
は、査定の理由と異なる拒絶の理由によって拒絶する場合に意見書提出の機会を与
えるべきことを規定したものであり、本件はこれに当たるものではないから、審決
における手続に違法はない。
　(2)　実質的にみても、原告に意見書提出の機会が与えられなかったという原告の
主張は失当である。
　本願の経緯は、以下のとおりである。
　　平成８年１０月４日　　　商標登録出願
　　平成１０年６月２６日　　拒絶理由通知書（発送日）
　　平成１０年９月３０日　　手続補正書及び意見書提出（甲２３の１、２）
　　平成１１年１０月２２日　拒絶査定（発送日）
　　平成１１年１１月２２日　不服審判請求（乙１）
　　平成１１年１２月２９日　引用商標ＡないしＣにつき、商標権一部取消審判の
請求
　　平成１４年３月８日　　　引用Ｂ商標につき取消請求不成立審決確定
　　平成１４年３月１１日　　手続補正書提出（乙１０）
　　平成１４年５月９日　　　引用Ａ商標につき取消請求成立審決確定
　　平成１４年６月１０日　　引用Ｃ商標につき取消請求成立審決確定
　　平成１４年６月１２日　　審判請求の理由補充書提出（乙１１）
　　平成１４年７月５日　　　審理終結通知（発送日）
　　平成１４年７月１６日　　本件審決
　以上の経緯に照らすと、原告には、拒絶理由の通知から拒絶査定までの約１年４
月以上の間、審判請求から審理終結までの約２年７月以上の間、いつでも反論のた
めの意見書や補正書を提出する機会があった（補正につき、商標法６８条の４０第
１項）。現に、原告は、意見書（甲２３の１、２）、審判請求書（乙１）、手続補
正書（乙１０）、審判請求の理由補充書（１１）を提出しており、その審判請求の
理由補充書（乙１１）は上記３件の取消審判の審決内容を踏まえたものとなってい
る。反論の機会が与えられなかったという原告の主張は失当である。
　
２　取消事由２（商標の類否についての判断の誤り）に対して
　審決は、本願商標の全体的観察に基づいて、顕著に表された「ＲＩＴＺ」の文字
から「リッツ」の称呼が生じるとしたものである（なお、審決は、本願商標から



「リッツ　シンス　１８９２」の称呼は生じないとしたものではない。）。
　本願商標と引用商標Ｂとが称呼を共通にする類似の商標であるとした審決の判断
に誤りはない
　　
　３　取消事由３（指定商品の抵触についての判断の誤り）に対して
　「ナフキン」は、英語の「ｎａｐｋｉｎ」を語源とする「ナプキン」と同義語で
あり、人の肌やテーブルなどを拭う布製又は紙製のものを一般的に指す語である。
そして、引用Ｂ商標に適用される商標法施行令（旧）別表による商品区分におい
て、旧第１７類の商品として、商標法施行規則（旧）別表に「タオル」「ハンカ
チ」が例示されていることからも明らかなように、少なくとも「綿製ナフキン」の
一部は、引用Ｂ商標に包含されているものである。
　したがって、本願商標と引用Ｂ商標とが指定商品において抵触するとした審決の
判断に誤りはない。

第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（手続の瑕疵）について　
　(1)　商標法５５条の２第１項は、「第１５条の２及び第１５条の３の規定は、第
４４条第１項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用
する。」と規定し、拒絶査定不服審判を審理する審判合議体が査定の理由と異なる
拒絶の理由を発見した場合には、出願人に対し、「拒絶の理由を通知し、相当の期
間を指定して、意見書を提出する機会を与える」ことを要求している。
　本件においては、審査官は、引用Ａ商標ないし引用Ｃ商標を引用して、本願商標
は商標法４条１項１１号に該当するとの拒絶理由を通知し、同拒絶理由により本願
商標の登録出願を拒絶する査定（原査定）がされたこと、一方、審決も前記引用商
標の１つである引用Ｂ商標を引用して、本願商標が商標法４条１項１１号に該当す
るとの認定判断をし、これに基づき原査定を取り消すことはできないとしたもので
あることが証拠（甲１、２１、２２）により認められるところ、審決は、原査定が
引用したのと同一の引用Ｂ商標を理由として本願商標が拒絶されるべきものである
としたのであるから、その理由は、原査定と異なる拒絶の理由を構成するものでは
ない。
　したがって、審判手続において改めて意見書を提出する機会が原告に与えられな
かったからといって、そこに商標法５５条の２第１項違反の手続的瑕疵があるとい
うことはできない。
　(2)　原告は、審決において示された「本願商標と引用Ｂ商標とは、互いにリッツ
の称呼を共通にする。」、「本願指定商品中の「・・・布製ナフキン」は引用Ｂ商
標の指定商品に包含されている。」という認定判断は、原査定の理由には示されな
かった理由であると主張する。しかし、審決の上記認定判断は、原査定と同じ引用
商標に基づき、本願商標が４条１項１１号に該当するとの認定判断をするに至った
中間的な判断過程を明らかにしたものにすぎず、これを新たな拒絶の理由と評価す
ることはできない。商標法５２条の２第１項において準用する同法１５条の２は、
そのような中間的な判断についてまで、あらかじめ出願人（原告）に通知すべき義
務を定めたものではない。この義務があることを前提とする原告の主張は、採用す
ることができない。
　(3)　以上のとおりであるから、取消事由１は理由がない。
　
　２　取消事由２（商標の類否についての判断の誤り）について
　(1)　本願商標は、別紙１に示されるとおり、細線の縁取りを有する黒塗りの菱形
内に白抜きで「ＲＩＴＺ」の欧文字を顕著に表し、その下に白抜きの小さな欧文字
で「ＳＩＮＣＥ　１８９２」を表してなる構成であって、その顕著に表された「Ｒ
ＩＴＺ」の文字部分から、「リッツ」の称呼及び観念が生じるものと認められる。
　一方、引用Ｂ商標の「ＲＩＴＺ」の文字からは、「リッツ」の称呼が生ずると認
められる（争いがない。）。また、「ＲＩＴＺ」の文字からはその称呼に対応する
「リッツ」の観念が生ずると認められる。
　本願商標と引用Ｂ商標とを対比すると、両商標は、「ＲＩＴＺ」の文字から生ず
る「リッツ」の称呼及び観念が共通しており、類似の商標というべきである。
　(2)　原告は、本願商標からは「ＲＩＴＺ」の文字部分と「ＳＩＮＣＥ　１８９
２」の文字部分とを結合した「リッツ　シンス　１８９２」の称呼が生ずると主張
する。しかし、本願商標の構成中、「ＲＩＴＺ」の文字部分は大きく白抜きで表さ



れて最も顕著な部分であること、「ＳＩＮＣＥ　１８９２」は冗長であるうえ、
「ＲＩＴＺ」の文字の下に小さく表示されているにすぎず、語の意味からみても
「ＲＩＴＺ」の由来を説明したものと受け取られる可能性が高いこと等を考慮する
と、原告主張の「リッツ　シンス　１８９２」の称呼が全く生じないとまではいえ
ないものの、本願商標から生ずる称呼は、やはり「リッツ」であるというべきであ
る。
　称呼の非類似をいう原告の主張は、本願商標からは「リッツ　シンス　１８９
２」の称呼のみが生じるとの前提に立ったもの解されるところ、本願商標から「リ
ッツ」の称呼が生じることは、前示のとおりであるから、原告の主張は採用するこ
とができない。
　(3)　以上のとおりであるから、取消事由２は理由がない。

　３　取消事由３（指定商品の抵触についての判断の誤り）について
　(1)　本願商標の指定商品は、第２４類「綿製タオル製ふきん、綿製ふきん、綿製
なべつかみ、綿製台所器具カバー、綿製プレースマット、綿製ナフキン、綿製テー
ブル掛け」である。
　そのうち、「綿製ナフキン」の「ナフキン」は、英語の「ｎａｐｋｉｎ」を語源
とするもので「ナプキン」と同義語であるところ、「新英和大辞典第５版」（研究
社、乙６）によれば、「ｎａｐｋｉｎ」は、（食卓用の）ナプキン、（リンネルや
木綿の）小さなタオル、（育児用）おしめ、おむつ、ハンカチを意味するものとさ
れ、コンサイスカタカナ語辞典（三省堂、乙７）によれば、「ナプキン」は、（洋
食の席での）食事用ふきん、ひざにかける白い布、生理用品の１つ、紙ナプキン、
布製ナプキンの代用をする紙などを意味するものとされているから、「ナフキン」
は、人の肌やテーブルなどを拭う布製又は紙製のものを一般的に指す語であると認
められる。したがって、「綿製ナフキン」は、例えば、綿製の「タオル」、「ハン
カチ」、「おしめ」を含むということができる。
　(2)　一方、引用Ｂ商標の指定商品は、旧第１７類の「被服、布製身回品、寝具
類」であり、商標法施行規則（旧）別表には、旧第１７類の「布製身回品」に属す
る商品として、「ハンカチ　手ぬぐい　タオル　ふろしき　ふくさ」が例示されて
いる。また、「商品区分に基づく類似商品審査基準〔改訂版〕」（昭和６１年改訂
第６版、乙１２）によれば、「おしめ」は、旧第１７類の「被服」の分類中に掲げ
られている。
　(3)　してみれば、平成１４年１２月１２日付け手続補正書による補正後の本願商
標の指定商品「綿製タオル製ふきん、綿製ふきん、綿製なべつかみ、綿製台所器具
カバー、綿製プレースマット、綿製ナフキン、綿製テーブル掛け」のうちの一部
は、上記補正がされた後も依然として引用Ｂ商標の指定商品に包含されているもの
であることは、明らかである。
　したがって、本願商標と引用Ｂ商標とが指定商品において抵触するとした審決の
判断に誤りがあるということはできない。
　(4)　以上のとおりであるから、取消事由３は理由がない。

　４　結論
　原告主張の取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却されるべきで
ある。

東京高等裁判所第１８民事部

　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　塚　　　原　　　朋　　　一

　　　　　　　　　　裁判官　　　　　塩　　　月　　　秀　　　平

                    裁判官　　　　　古　　　城　　　春　　　実

（別紙）
別紙１別紙２別紙３の１、２、３


